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１．計画策定の背景・趣旨 

全国で適切に管理されていない空家等が増加し、防災上の危険や公衆衛生の悪化及び景

観の阻害等の問題が生じており、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。 

こうした中で、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保

全、空家等の活用を推進することを目的に「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

２６年法律第１２７号）（ 以下「空家法」という。）」が制定され、平成２７（２０１５）

年５月に施行されました。 

本市でも、これまで空家等に関する苦情・相談が寄せられ、問題の解消に取り組んでき

ましたが、今後、更なる増加が予想される空家等に対し、より一層効果的な対策を推進す

るため、「君津市空家等対策の推進に関する条例（平成３０年君津市条例第３６号）（ 以下

「空家条例」という。）」を制定するとともに、君津市空家等対策計画（以下「当初計画」

という。）を平成３１（２０１９）年３月に策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画

的に推進してきました。 

この度、当初計画の計画期間が令和５（２０２３）年度をもって終了することに伴い、

これまでの取組を整理し、課題を明らかにするとともに、空家等対策を取り巻く情勢変化

を踏まえ、総合的かつ計画的な空家等対策をより一層推進するため、第２次君津市空家等

対策計画（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

２．計画の位置づけ 

「空家法」、「空家条例」及び「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針」に基づき、上位計画である「君津市総合計画」、関連計画である「君津市

都市計画マスタープラン」、「君津市立地適正化計画」等と連携・整合した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ  

君津市都市計画マスタープラン（R5～R12） 

第２次君津市空家等対策計画 

（根拠法令） 

（即す） 

（整合） 

君津市立地適正化計画（R5～R12） 

その他関連計画 

（整合） 

 

空家等に関する施策を総合的かつ 

計画的に実施するための基本的な指針 

管理不全空家等及び特定空家等に 

対する措置に関する適切な実施を 

図るために必要な指針 

空家等対策の推進に関する特別措置法 君津市総合計画（R4～R12） 

君津市空家等対策の推進に関する条例 
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３．対象とする空家等の種類 

本計画は、空家法第２条第１項に規定する「空家等」を対象とします。ただし、空家等

になる前の段階（空家等の発生抑制）の対策については、全ての住宅を対象とします。な

お、空家等のうち、周辺に悪影響を及ぼす空家等を「特定空家等」として空家法で措置が

規定されています。 

○空家等【空家法第２条第１項】 

・建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが

常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただ

し、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

○特定空家等【空家法第２条第２項】 

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観

を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適

切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

４．計画の区域 

空家等が君津市全域に広く分布していること、また、空家等の発生抑制も重要な対策の

一つであることから、当初計画と同様に、君津市全域を計画の区域とします。 

今後、重点的に空家等の利活用を行っていく必要がある地区が定まった場合には、空家法第

７条第３項に規定する「空家等活用促進区域」（４６ページ参照）の指定を検討します。 

 

５．計画期間 

計画期間は、上位計画である「君津市総合計画」、「君津市都市計画マスタープラン」、

「君津市立地適正化計画」に合わせ令和１２(２０３０)年度までの７年間とし、計画期間

内であっても必要に応じて見直しを行います。 

計画期間 令和６(２０２４)年度～令和１２(２０３０)年度の７年間 

 

 

図 計画期間 

  

年度
令和４

(２０２２)
令和５

(２０２３)
令和６

(２０２４)
令和７

(２０２５)
令和８

(２０２６)
令和９

(２０２７)
令和１０
(２０２８)

令和１１
(２０２９)

令和１２
(２０３０)

君津市総合計画

君津市都市計画マスタープラン

君津市立地適正化計画

第２次君津市空家等対策計画
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６．持続可能な開発目標（ＳＤＧs）との関係 

（１）「ＳＤＧs」の概要 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、平成２７(２０１

５)年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための２

０３０アジェンダ(予定表)」に記載された、令和１２(２０３０)年までに持続可能でより

よい世界を目指す国際目標のことです。 

 

（２）空家等対策との関係 

本計画では、「ＳＤＧs」を構成する１７の目標のうち、特に関連の深い２つの目標達成

に向け、空家等対策を推進します。 

 

 

目標11：住み続けられるまちづくりを 

 

目標17：パートナーシップで目標を達成しよう 

 

図 「ＳＤＧs」と本計画との関係 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．君津市の空家等の現状 .................................... 6 

２．空家等に関する課題 ..................................... 23 

３．空家等対策の現状・課題 ................................. 25 

４．参考とすべき国の審議会における課題と取組の方向性 ........ 28 

５．空家等に関する課題のまとめ ............................. 32 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 空家等の現状と課題 



 

6 

１．君津市の空家等の現状 

（１）統計に見る空家の実態（住宅・土地統計調査※１） 

【１世帯当たりの住宅数】 

・１世帯当たりの住宅数について、国や千葉県、本市ともに住宅ストック数が世帯数を

上回って推移しており、量的には充足している状況となっています。その中で、本市

は国や千葉県に比べ高い傾向にあります。 

 
※１

住宅・土地統計調査：国内の住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びにこれらに居住し

ている世帯に関する実態を調査したもの。 

図 １世帯当たりの住宅数の推移 

 

【空家率】 

・本市の空家率※２は、国や千葉県に比べ高い傾向にあります。 

・国や千葉県は近年横ばいで推移していますが、本市では平成２５(２０１３)年に一時

低下したものの、その後増加しています。 

  ※２
住宅総数に占める空家の割合 

図 空家率及び人口の推移  

93,419 92,666
90,194 89,079

85,181

11.5％ 12.2％
13.1％ 13.5％ 13.6％

12.7％ 12.7％ 13.1％

12.7％ 12.6％

18.3％
19.5％ 19.0％

13.8％
15.4％

55,000

65,000

75,000

85,000

95,000

5％

10％

15％

20％

25％

平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

（人口（人））（空家率）

君津市人口 全国空家率

千葉県空家率 君津市空家率

出典：住宅･土地統計調査（総務省統計局）

住民基本台帳

1.14 1.14
1.16 1.16 1.161.15 1.15 1.16 1.15 1.14

1.23 1.24 1.24

1.16
1.18

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

（戸）

全国 千葉県 君津市

出典：住宅･土地統計調査（総務省統計局）
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（２）現地調査に見る空家等の実態（令和４(２０２２)年度調査結果） 

【空家等の数、程度】 

・空家等は市内全域に広く分布しています。 

・市内に空家等は６８２戸あり、地区別では、君津地区が最も多く全体の４２.８％を占

め、次いで上総地区の３１.１％、小櫃地区の９.７％の順となっています。 

・管理不全な空家等（Ｃ判定：特定空家等候補）は９５戸あり、空家等の１３.９％を占

めています。地区別では、上総地区の３８戸が最も多く全体の４０.０％を占め、次い

で君津地区の２４戸（２５.３％）の順となっています。 
 

表 空家等調査結果（程度別）（令和４(２０２２)年度） 

注：解体済・居住中・更地・建替・対象外・立入困難を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 空家等総数に対する地区別の割合(Ｒ４) 

 

 

表 空家等の判定基準 

判定基準 内容 

Ａ判定 問題なしの空家等 

Ｂ判定 今後注意が必要な空家等 

Ｃ判定 管理不全な空家等。特定空家等候補に該当 

君津地区, 292戸

42.8％

小糸地区

50戸,7.3％

清和地区

62戸,9.1％

小櫃地区

66戸,9.7％

上総地区, 212戸

31.1％

図 管理不全な空家等に対する地区別 

の割合(Ｒ４) 

Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定 Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定

君津地区 179 89 24 292 42.8% 61.3% 30.5% 8.2%

小糸地区 21 20 9 50 7.3% 42.0% 40.0% 18.0%

清和地区 24 24 14 62 9.1% 38.7% 38.7% 22.6%

小櫃地区 27 29 10 66 9.7% 40.9% 43.9% 15.2%

上総地区 86 88 38 212 31.1% 40.6% 41.5% 17.9%

合計 337 250 95 682 49.4% 36.7% 13.9%

地区
令和４年度（戸）

計(%:割合)

地域別構成比
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図 空家等分布状況（Ｒ４） 

 

  ※ 平成２７(２０１５)年を１００とした場合の、各年の人口を示した。 

出典：各年君津市統計書（各年３月３１日現在） 

図 地区別人口の推移  

平成27年→令和4年(人口増減率)

君津地区 -4.0%

小糸地区 -11.1%

清和地区 -13.5%

小櫃地区 -11.8%

上総地区 -20.4%
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【空店舗の数、程度】 

・市内に空店舗は６５戸あり、そのうち７６.９％の５０戸が君津地区に分布しています。 

・管理不全な空店舗（Ｃ判定：特定空家等候補）は４戸のみであり、利活用が容易な空店

舗（Ａ判定：問題なしの空家等）は全体の８１.５％にあたる５３戸あります。 

 

表 空店舗数（地区別） 

※ 空店舗：貸店舗、店舗兼住宅を含む。 

 

図 空店舗数に対する地区別の割合（Ｒ４） 

 

  

君津地区

50戸､76.9％

小糸地区

2戸､3.1％

清和地区

3戸､4.6％

小櫃地区

4戸､6.2％

上総地区

6戸､9.2％

総数 うちＣ判定 うちＢ判定 うちＡ判定

君津地区 50 1 4 45 76.9%

小糸地区 2 0 0 2 3.1%

清和地区 3 0 1 2 4.6%

小櫃地区 4 0 1 3 6.2%

上総地区 6 3 2 1 9.2%

合計 65 4 8 53 －

地区
空店舗の
地区別割合

空店舗（戸）
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【空家等の数（大字別）】 

・大字別にみると、空家等は北西部の工場地帯に接する住宅地や中心市街地、中部北側

の農耕地帯、中部や東部の南側の中山間地域に広く分布しています。 

・大字別の空家等の数は、君津地区の人見(５１件)、小櫃地区の戸崎（１６件）、上総

地区の久留里市場(２０件)、山滝野(１８件)、笹(１５件)、蔵玉(１５件)で多くなっ

ています。 

・管理不全な空家等は、清和地区の鹿野山(３件)、上総地区の久留里市場(６件)、久留

里(５件)、笹(３件)、蔵玉(３件)、久留里大谷(３件)で多くなっています。 

 

 

図 大字別の空家等分布状況（Ｒ４） 

  

人見 51 件 

山滝野 18 件 

戸崎 16 件 

久留里市場 20 件 

笹 15件 

蔵玉 15 件 

※ 図中の件数は空家等数 
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（３）今後の空家等に関する負の要因 

１）急激な人口減少 

・人口推計によると、本市は、国や千葉県の平均を超える急激な人口減少が予測され、今

後も空家等が増加すると見込まれます。 

 

※ 縦軸は、集計単位ごとに令和２（２０２０）年の人口を１００とした場合の、各年の人口を示した。 

出典：全国、千葉県、市・社人研は、平成２７（２０１５）年までは国勢調査、令和２（２０２０）年以降は社人研

推計値(中位)。市・人口ビジョンは、「第２期君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略」（令和２（２０２

０）年３月）の【パターン３】将来展望人口 

図 人口の推移 
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２）核家族化の進行と単身高齢者のみの戸建住宅の増加 

・核家族化の進行※３や持ち家で暮らす単身高齢者（６５歳以上）の増加が、将来の空家等

の増加に繋がることが懸念されます。 

※３ 核家族化の進行により、次の世代に受け継がれる住宅が減少することで、空家等の増加に繋がることが推測される。 

  

出典：各年国勢調査 

図 総人口、総世帯数及び世帯人員の推移 

 

出典：各年国勢調査 

図 総世帯数及び持ち家で暮らす単身高齢者（６５歳以上）世帯の推移 
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３）腐朽・破損した住宅 

・旧耐震基準※４の適用時期（昭和５５（１９８０）年以前）に建築された住宅は全体の２

５.６％を占め、腐朽・破損している住宅の割合も比較的多くなっており、これらの古い

住宅が空家等となった場合、管理不全となる可能性を含んでいると考えられます。 

※４ 
旧耐震基準とは、耐震基準が強化される以前の基準のことであり、昭和５６(１９８１)年５月３１日以前に建築された

建物に適用されていた。この基準によって建築された建物は耐震性が不十分なものが多く存在する。 
 

表 住宅の腐朽・破損と建築時期 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

図 住宅(総数)の旧耐震基準と新耐震基準の構成比 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

図 腐朽・破損のある住宅の建築時期別構成比  

昭和45年

以前

昭和46年

　～55年

昭和56年

～平成２

平成３年

　～７年

平成８年

　～12年

平成13年

　～17年

平成18年

　～22年

平成23年

～27年

平成28年

～30年

期間(年) － 10 10 5 5 5 5 5 3

総数(戸) 2,610 4,960 6,410 3,790 3,050 2,910 2,210 2,830 730

腐朽･破損あり(戸) 260 380 210 40 0 40 20 0 10

腐朽･破損率 10.0% 7.7% 3.3% 1.1% 0.0% 1.4% 0.9% 0.0% 1.4%

※ 端数処理の関係上、構成比の 

合計が１００％にならない。 

※ 端数処理の関係上、構成比の 

合計が１００％にならない。 
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（４）建物の所有者等へのアンケート調査 

市の現地調査で把握した建物の所有者等に対してアンケート調査を実施しました。 

 

１）調査の概要 

調査の目的 
本計画の策定に当たり、今後の施策や目標設定等に反映できるよう         

建物の使用状況や空家の利活用の意向等を把握するため。 

調 査 対 象 

市が令和３（２０２１）及び４（２０２２）年度の現地調査で把握し

た、現在使用されていないと思われる建物の所有者または相続人代表

者等２７４名 

調 査 方 法 調査票を郵送（返信用封筒を同封） 

調査実施日 

及 び 期 間 
令和５(２０２３)年９月１３日(水)から１０月１７日(火)まで 

調査結果の 

回 収 状 況 
【配布数】２７４件 【回収数】７２件 【回収率】２６.３％ 

 

 

２）調査結果 

① 建物の所有者（相続人代表者）について 

Ｑ：所有者（相続人代表者）の年齢をお答えください。（１つに○） 
 

  

・所有者の４４.２％が７０歳以上であり、さらにその中でも８０歳以上が１１.

８％を占めるなど、所有者の多くが高齢者である。 
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Ｑ：所有者（相続人代表者）の現在のお住まいをお答えください。（１つに○） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 空家の状態について 

Ｑ：建物が建築された時期をお答えください。（１つに○） 
 

 

  

・空家の４７.１％が旧耐震基準の適用時期（昭和５５（１９８０）年以前）に建築

された建物であり、さらにその中でも建築後７０年以上が経過（昭和２５（１９

５０）年以前に建築）した空家も１４.７％を占めるなど、老朽化した空家が多く

存在することが伺える。 

・所有者の４４.１％が君津市以外に居住している。 

・君津市以外の居住者の内訳は、３２.４％が君津市を除く千葉県内に居住し、１１.

８％が千葉県外に居住している。 

・千葉県内では木更津市が最も多く、その他、袖ケ浦市などに居住しており、県外

では東京都や埼玉県に多く居住している。 

※ 端数処理の関係上、各項目の合計

が１００％にならない。 
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Ｑ：空家になった経緯をお答えください。（当てはまるもの全てに○） 
 

   ※「その他」の主な意見：「市内に別に住居があるため。」、「隣地なので購入したが、入居予定者が

引っ越したため。」、「お店をやめたため。」、「老人ホームへ入居したため。」等 

 

 

Ｑ：空家になってからどのくらいの期間が経過していますか。（１つに○） 
 

 

 

 

  

・「居住者または親族等が亡くなった」（３８.２％）が突出して多く、「相続したが

入居していない」（８.８％）を含めると、多くの空家が相続をきっかけとして発

生した余剰住宅であることが伺える。 

・その他では、「その他」の内容も含め、別の住宅への転居や老人ホームへの入居な

ど、居住者の移転により空家となったことなどが挙げられている。 

・空家の４７.１％が空家となってから５年以上が経過しており、さらにその中でも

１０年以上経過している空家も２０.６％を占めるなど、利活用が進んでいない空

家が多く存在することが伺える。 

※ 端数処理の関係上、各項目の合計

が１００％にならない。 

 



 

17 

Ｑ：現在、空家はどのような状態ですか。（当てはまるもの全てに○） 
 

 

③ 空家の管理について 

Ｑ：空家の管理はどなたが行っていますか。（当てはまるもの全てに○） 
 

  

・空家の状態については、「樹木・雑草が繁茂している」（２９.４％）が最も多く、次

いで「建物の内部に破損等がある」（１７.６％）、「建物に破損等はなく、樹木・雑

草も繁茂していない」（１７.６％）、「建物の外壁に破損等がある」（１４.７％）の

順で多くなっている。 

・「建物に破損等はなく、樹木・雑草も繁茂していない」と回答した所有者は１７.６％

であることから、そのままでは再利用が難しい空家が多く存在することが伺える。

また、「現状を把握していない」と回答した所有者も１１.８％存在する結果となっ

た。 

・空家の管理は主に所有者やその家族・親族で行われており、業者による管理（１

１.８％）は少数派である。また、「誰も管理していない」と回答した所有者も一

定数（８.８％）存在する結果となった。 
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Ｑ：空家の管理はどのくらいの頻度で行っていますか。（１つに○） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・所有者の６１.６％が２～３か月に１回程度以上の頻度で管理を行っており、年に

１～２回程度（１４.７％）も含めると７６.３％の所有者が年に１回以上の頻度

で管理を行っている。 

一方、一度も管理を行ったことがない、又はほとんど管理をしていない所有者も

１１.７％存在する結果となった。 

※ 端数処理の関係上、各項目の合計

が１００％にならない。 
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Ｑ：空家を管理する上で困っていることはありますか。（当てはまるもの全てに○） 
 

    

※「その他」の主な意見：「売却したいが決心がつかない」、「次男に相続する。鋸南町に比べると家

の評価が高すぎる。」等 

 

  

・困っていることについては、「取り壊したいが費用がかかる」が３５.３％と最も多

く、次いで「家財道具の片付けが大変」（２６.５％）、「買い手・借り手が見つから

ない」（２３.５％）、「固定資産税が上がるため、取り壊せない」（１７.６％）の順

となっており、取り壊しを考えているものの、そのための費用面で困っている所有

者が多く存在することが伺える。 

一方、「困っていない」と回答した所有者も２０.６％存在する。 
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④ 空家の今後の利活用について 

Ｑ：今後、７年程度のうちに、空家をどのように利用したいと考えていますか。（当

てはまるもの全てに○） 
 

    

※「その他」の主な意見：「売却する」、「解体予定」、「貸店舗として利用」等 

 

 

  

・「売却したい」（３２.４％）が最も多く、次いで「その他」（２０.６％）、「空家を

取り壊して駐車場等として活用したい」（１１.８％）、「空家を取り壊して、土地

を国に引き取ってもらいたい」（１１.８％）の順で多くなっており、「その他」は

主に利活用に向けた具体的な予定を回答していることから、処分や利活用に積極

的な所有者が多いことが伺える。 

一方で、「どのように利用したらよいか分からない」（１１.８％）や、「特に考えて

いない」（５.９％）と、具体的な計画を持っていない所有者も一定数存在する結

果となった。 
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⑤ 市に期待する支援等について 

Ｑ：市に期待する支援等はありますか。（当てはまるもの全てに○） 
 

 

 

 

⑥ 意見・要望等（自由意見） 

 

  

・「空家の解体に対する支援」（４４.１％）が突出して多く、次いで「相談窓口の充

実」（２０.６％）、「不動産会社・建築業者の紹介」（１４.７％）、「空家の修繕に対

する支援」（１１.８％）の順で多くなっており、所有者の多くが解体を希望し、

そのための金銭的な支援を求めている結果となった。 

また、相談窓口の充実や関係団体や事業者の紹介など、相談体制の充実を期待す

る傾向もみられる。 

【主な自由意見】 

・高齢のため、安心できる相談業者と出会いたい。 

・良案があれば教えて欲しい。子供には残したくない。 

・空家を市で購入してほしい。 

・名義変更を行いたいが、なかなかできない。 

・取り壊しのための補助があればよい。 

・遠方に住んでいるため、そのままになっている。市による信頼できる業者の紹

介や、外観だけでもメールによる送信サービスがあればありがたい。 

・主な要望としては、信頼できる業者の紹介や、金銭的な支援などである。 
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【参考】全国の空家の現状等 

全国的な空家の実態把握のため、「令和元年空き家所有者実態調査 報告書 令和２(２０２

０)年１２月」（国土交通省住宅局）による、空家所有者へのアンケート調査結果を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「令和元年空き家所有者実態調査 報告書 令和２(２０２０)年１２月」（国土交通省住宅局） 

・空家の取得方法は、相続が約５５％を占める。 

・空家所有者の約２８％は遠方（車･電車等で１時間超）に居住 

・空家にしておく理由として、「物置として必要」のほか、「解体費用をかけたくない」、

「さら地にしても使い道がない」、「住宅の質の低さ（古い、狭いなど）」などが多く挙

げられており、空家の利活用に消極的なことが伺える。 

図 空家の取得方法 
図 所有者の居住地から空家の 

所在地までの所要時間 

（n=3,912） （n=3,912） 

図 空家にしておく理由 

（n=1,097） 
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２．空家等に関する課題 

これまでの統計分析や現地調査等の分析結果から、本市における空家等の問題点と課題

について整理しました。 

 

（１）統計分析からの問題点と課題 

 問題点等 

 

 課題 

 

（２）空家等の現地調査からの問題点と課題 

 問題点等 

 

 課題 

  

・住宅数が世帯数を上回って推移しており、住宅は量的には充足している。（６ページ

上図より） 

・空家率は、国や千葉県の平均値を上回っている。（６ページ下図より） 

・国や千葉県の平均を超える急激な人口減少が見込まれ、また、核家族化の進行や、持

ち家で暮らす単身高齢者が増加傾向にあることから、今後も空家等の増加が懸念さ

れる。（１１ページ図、１２ページ図より） 

・旧耐震基準の適用時期（昭和５５（１９８０）年以前）に建築された住宅は全体の約

２６％を占め、腐朽・破損している割合も高く、これらの古い住宅が空家等となった

場合、利活用されずに管理不全となることが考えられる。（１３ページ図より） 

・余剰住宅が今後も増加することが推測されることから、空家等になる前の段階から対

策を講じて空家等の発生を抑制する必要がある。 

・空家等の利活用や除却をより一層進める必要がある。 

・空家等は、市街地や農耕地帯、山間部の河川沿いなど、山地を除き市内に広く分布し

ている。（８ページ上図より） 

・空家等の約５０％が利活用の容易な空家等となっている一方で、空家の約１４％に相

当する９５戸が管理不全な空家等となっている。（７ページ上表より） 

・空家は、鉄道やバスなどの公共交通網から離れた山間部で多い。（１０ページ図より） 

・空店舗は君津地区に集中して分布しており、そのうち約８２％が利活用の容易な空店

舗となっている。（９ページ表より） 

・空家等は、利便性の低い中山間地域だけでなく、利便性の高い市街地や農耕地帯にも多

く分布しており、また、空店舗は主に中心市街地に分布していることから、地域特性や

まちづくり計画に応じて利活用等の目的や優先順位を明確にした上で、対策に取り組む

必要がある。 
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（３）建物の所有者等へのアンケート調査結果からの問題点と課題 

 問題点等 

 

 課題 

  

・空家に関する情報提供については、所有者の多くが高齢者であり、パソコンに不慣れ

なことが想定され、また、市外に居住する所有者も多いことから、広報誌や封書によ

る情報提供、自治会からの連絡など、市のホームページ以外の方法も充実させる必要

がある。 

・建物の破損等や耐震性に問題があるなど、そのままでは再利用が難しい、又は解体が

適当と思われる空家が多く存在する。さらに、処分や利活用を望む所有者が多い一方

で、利活用等が進んでいない状況があるほか、空家の解体費用が工面できないことで

困っている所有者も多いことから、空家に関する費用補助の検討や、関係団体や専門

業者との連携による流通促進、相談窓口の充実が必要である。 

・相続がきっかけとなって空家になるケースが多いことから、空家になる前の段階から

対策を講じる必要がある。 

・空家の管理を行っていない所有者も一定数存在することから、適正管理を促す取組を

より一層進める必要がある。 

・所有者の約４４％が７０歳以上であるなど、所有者の多くが高齢者である。（１４ペ

ージ図より） 

・所有者の約４４％が君津市以外に居住している。（１５ページ上図より） 

・空家の約４７％が旧耐震基準の適用時期（昭和５５（１９８０）年以前）に建築され

た建物であり、老朽化とともに耐震性にも問題があると思われる空家が多い。（１５

ページ下図より） 

・相続をきっかけとした余剰住宅が空家となるケースが多い。（１６ページ上図より） 

・空家の約４７％が空家となってから５年以上が経過しており、利活用が進んでいない

空家が多い。（１６ページ下図より） 

・敷地や建物が良好な状態を保持している空家は約１８％にとどまり、そのままでは再

利用が難しい空家が多い。（１７ページ上図より） 

・所有者の約１２％は空家の管理を一度も行っていない、又はほとんど行っていない。

（１８ページ図より） 

・取り壊しを考えているものの、そのための費用が工面できないことで困っている所有

者が多い。（１９ページ図より） 

・空家の売却や賃貸、譲渡など、処分や利活用を望む所有者が多い一方で、利活用等が

進んでいない。また、「利活用方法がわからない」所有者も一定数存在する。（２０ペ

ージ図より） 

・市に期待する支援等については、「空家の解体に対する支援」が突出して多く、「相談

窓口の充実」、「不動産会社・建築業者の紹介」を挙げる所有者も比較的多い。（２１

ページ図より） 
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３．空家等対策の現状・課題 

当初計画の策定以降、様々な空家等対策を実施してきており、その取組内容と課題を整

理しました。 

 

（１）市民への情報提供 

取組内容 取組の効果等 問題点・課題 

① 空き家ガイドブックの配布 

【提供方法】 
・市ホームページ 
・環境衛生課窓口 

【主な内容】 
・空家の実態 
・空家法について 
・空家の管理方法について 
・空家の活用方法について 
・相談場所について 

・ガイドブックに記載の「空き家
の発生を抑制するための特例
措置(相続した空家に係る譲渡
所得の特別控除（所得税・市県
民税））（４７ページ参照）」を
受けるために必要な「被相続人
居住用家屋等確認書」の発行 

【確認書発行件数】 

・令和４(２０２２)年度：３件 

・市のホームページにおい
て、空き家ガイドブックや
相談窓口などの空家等に関
する情報が一元化されてい
ないため、空家等所有者や
市民は、ホームページから
は空家に関する包括的な情
報を得ることが困難であ
る。 

 

 

（２）空家等の調査とデータベースの構築 

取組内容 取組の効果等 問題点・課題 

① 空家等の調査 

・平成２９(２０１７)年度に外
観調査を実施 

・令和３(２０２１)及び４(２０
２２)年度に再度、現地調査を
実施 

【空家等戸数※５】 

・平成２９(２０１７)年度 
９８４戸（外観調査） 

・令和４(２０２２)年度 

６８２戸（うち特定空家等
候補：９５戸（７ページ上表
より）） 
※５更地等を除く 

・空家等の戸数は減少してい
るものの、特定空家等候補
が９５戸と多い状況にあ
る。 

② データベースの構築 

・エクセルにより構築 

【主なデータ項目】 

・住所、位置情報 
・建物種別 
・所有者情報 
・空家等の状況（判定内容） 
・対応状況 
・苦情内容 等 

・庁内関係部局内でデータ共
有は行っていないことか
ら、問題が発生した際の対
応が円滑に進まない恐れが
ある。また、空家法のみな
らず、建築基準法や消防法
等の、関係法令に基づき周
辺に悪影響を及ぼす空家等
への必要な措置を講じる場
合も考えられるほか、各関
係部局が持つ情報が重複し
ている可能性もあるため、
業務の効率性の観点からも
情報の共有が必要である。 
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（３）空家等の適切な維持管理に関する取組 

取組内容 取組の効果等 問題点・課題 

① 空家等の所有者等への助

言・指導等の実施 

・周辺に悪影響を及ぼす空家等
の所有者等に対して、助言・指
導を行う。 

【助言・指導件数】 
・令和４（２０２２）年度：６１件 

－ 

② 空き家活用セミナーの開催 

・空家に関する知識の習得や、相
談対応のために開催 

・「君津市地域おこし協力隊」主
催（君津市協力）により実施 

【開催回数】 
・令和４(２０２２)年度：１回 
 

－ 

 

（４）空家等に対する措置 

取組内容 取組の効果等 問題点・課題 

① 軽微な安全措置の実施 

・空家条例第８条第１項に規定
する緊急安全措置を実施 

【実施件数】 
・令和４(２０２２)年度：４件 

－ 

② 特定空家等の認定 

・空家法第２条第２項に該当す
る空家等に対して「特定空家
等」と認定 

【実施件数】 
・令和２(２０２０)年度：１件 
 

・特定空家等候補が９５戸
（令和４(２０２２)年度）
存在する（７ページ上表よ
り）一方で、特定空家等の
認定作業が追いついていな
い状況にある。 ③ 略式代執行の実施 

・特定空家等の所有者が特定で
きないため、空家法第２２条
第１０項の規定に基づき、市
が解体工事を実施 

【実施件数】 
・令和３(２０２１)年度：１件 

 

（５）空家等の利活用に関する取組 

取組内容 取組の効果等 問題点・課題 

① 君津市戸建て中古住宅取得

補助事業 

・自ら住む戸建中古住宅の取得
への補助 

・補助額：最大７０万円 

【交付件数】 
・令和４(２０２２)年度：７３件 
 

・令和６(２０２４)年度以降
の事業実施は未定。 

② 空き家バンクの運用と周知 

・千葉県宅地建物取引業協会南
総支部と連携 

【空き家バンク登録件数】 
・令和４(２０２２)年度：２件 

－ 

③ 移住希望者への住宅情報の

提供 

・千葉県宅地建物取引業協会南
総支部と連携 

【住宅照会件数】 
・令和４(２０２２)年度：１２件 

－ 
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（６）空家等に関する相談体制 

取組内容 取組の効果等 問題点・課題 

① 相談窓口の開設 

・環境衛生課で空家等に関する
相談を受付 

【相談件数※６】 
・令和４(２０２２)年度：６３件 

※６空家等の隣人など、所有者等

以外の方からの相談を含む。 

・空家等の所有者等からの相
談が少なく、空家等対策の
行動意識の働きかけを促進
する必要がある。 

 

（７）空家等対策の実施体制 

取組内容 取組の効果等 問題点・課題 

① 管理課及び道路維持課との

連携 

・管理課 
（市道の通行支障等の指導） 

・道路維持課 
（市道の通行支障の措置） 

・意見等の調整に時間がかか
る。 

・普段の情報共有やコミュニ
ケーションが難しい。 

② 関係機関との連携 

・公益社団法人君津市シルバー

人材センター 

・千葉県宅地建物取引業協会南

総支部 

・千葉県との連携（千葉県すま

いづくり協議会空家等対策

検討部会） 

・公益社団法人君津市シルバー

人材センターとの連携・協力

により、同センターが空家等

の管理業務を実施 

・千葉県宅地建物取引業協会南

総支部との連携（前出）によ

る空き家バンクの周知や空

家の仲介協力 

・千葉県との連携（千葉県すま

いづくり協議会空家等対策

検討部会）による空家等対策

の実施などの検討 

－ 
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４．参考とすべき国の審議会における課題と取組の方向性 

国土交通省住宅局において、令和４(２０２２)年１０月に社会資本整備審議会住宅宅

地分科会の下に空き家対策小委員会が設置され、空家対策の在り方を中心に議論が行わ

れ、その結果が「とりまとめ」として令和５(２０２３)年２月に公表されました。ここ

では、「とりまとめ」で示されている課題と取組の方向性について整理しました。 

 

（１）空家対策に係る基本問題意識と方向性 

 基本的問題意識 

 

 主な基本的方向性 

 

 

  

・空家は個人財産である一方、管理不全状態となると周辺に悪影響を及ぼすため、個人

の問題にとどまらず地域・コミュニティの問題でもある。 

・地方自治体の専門的知識の不足等により、除却を中心とした対応や特定空家等になっ

てからの対応では限界がある。 

・特定空家等となる前の段階での発生抑制、活用促進及び適切な管理等を促進するこれ

までの取組は不十分である。 

・官民が連携して総合的に取組を進める。 

・活用困難な空家の除却等の取組を加速化し、「空家をなるべく早い段階で活用する」と

いう考え方を基本に、所有者等の判断を迅速化する取組を進め、特定空家等の状態にな

る前の段階から、有効活用や適切な管理を促進し、地域経済やコミュニティの活性化

に繋げる。 
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（２）発生抑制・活用促進 

 課題・問題意識 

 

 空家対策の方向性 

  

・空家の半数以上が相続により発生し、高齢化の進行とともに住宅の相続が増えてい

る。将来的に活用する相続人がいない場合であっても、所有者自身が生きている間に

処分方法を含む準備をする意識が乏しく、また、高齢化により管理や活用の情報を得

ることが困難な場合もある。 

・空家問題を防ぐためには、相続時の迅速な対応が重要だが、相続前の話し合い不足や

多数の相続人の存在、所持品の処分などにより、活用に関する意思決定に時間がかか

る現状がある。また、遠隔地に住む相続人が住宅を取得した場合、管理不全となる可

能性が高い。さらに、活用意向がない相続人が空家を放置する、または活用意向はあ

るものの相談先が少なく、買い手や借り手が見つからず放置する恐れもある。 

・中心市街地や観光地などの地域の拠点エリアでの空家の集中は、その地域の本来的な

機能を低下させる可能性がある。また、接道規制などにより、これらの地域の空家が

活用されない例も存在する。 

・地方自治体内の空家担当部局と他の担当部局との連携が限定的となっており、空家の

発生抑制や活用の取組は、必ずしも総合的なものとなっていない。 

【発生抑制】 

① 所有者やその家族の意識の醸成 

・所有者の生前で、かつ、判断能力が十分なうちから、その家族も含め、「空家と

しない」との意識が醸成されるよう、「終活」の一環としての空家対策の重要性・

空家のリスク等について、意識の啓発・働きかけを促進する。 

② 所有者のニーズに応じ死後に空家としない仕組みの普及 

・所有者の中には、自宅を生前に担保化・現金化し自らの生活資金として活用する

ニーズがあり、この場合、所有者の死後も住宅が空家となる可能性は低い。こう

したニーズに応じた仕組みの活用を円滑化する。 

【活用促進】 

＜相続等により空家を取得した段階での取組＞ 

① 相続人への意識啓発・働きかけや相続時の譲渡等の促進 

・相続が空家発生の最大の要因であるため、相続後に空家の活用が早期に行われる

ことが重要である。そのため、地方自治体やＮＰＯなどの民間主体が相続人に対

する働きかけや相談対応を行い、空家の早期譲渡を促すインセンティブを拡大す

る取組を促進する。 

＜空家状態となった後の取組＞ 

② 空家の流通・活用を促進する取組 

・所有者への働きかけや活用需要の掘り起こし、活用希望者とのマッチング等を促

進するとともに、空家の活用の仕組みや支援を充実する。 

•中心市街地活性化、観光振興、移住促進などの地域活性化や福祉の増進、地域コミュ

ニティの維持強化など、地域の状況に応じた空家活用ニーズを掘り起こす。 

• 地域特性等を踏まえ、重点的に活用を促進する地域を設定する仕組みも検討。 
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（３）適切な管理や除却の促進 

 課題・問題意識 

 

 空家対策の方向性 

 

  

【所有者の抱える課題】 

・所有者の管理意識が必ずしも十分でなく、適切な管理方法や除却に関する情報が不

足している状況がある。特に遠方に居住する所有者にとっては、管理すること自体

が困難であり、その結果、空家が管理不全状態となることで腐朽・破損が進行し、

利活用が困難となる上、特定空家等になる恐れがある。 

・空家については、構造上住宅と認められる等、一定の要件を満たす場合には、固定

資産税等の住宅用地特例が適用されるため、空家がそのまま温存される恐れがあ

る。また、解体費用や解体後の土地に係る固定資産税等の負担の増加を懸念して解

体を躊躇する場合もある。 

・所有者に解体後の土地の活用イメージがないため、活用が進まない。 

【地方自治体の抱える課題】 

・所有者探索には大きな手間がかかり、活用できる情報が限定的である。また、専門

的な知識等が不足しているため、所有者への働きかけが十分にできない状況にあ

る。 

・改正前の空家法では、管理不全の空家を市区町村が特定空家等として扱う際のハー

ドルが高く、特定空家等と判断することを躊躇する場合がある。また、特定空家等

と評価されるレベルまで状態が悪化する前の段階で、管理不全の空家の所有者に対

して適切な管理を働きかける仕組みが規定されていないため、市区町村が条例に基

づき指導等をしても、反応がある空家所有者は限定的である。したがって、特定空

家等の要件に当てはまるほど状態が悪化する前の段階での措置は不十分である。 

・財産管理制度や代執行制度などについては、手続きの負担、費用回収の懸念、ノウ

ハウ不足等により、市区町村が制度の活用を躊躇する場合がある。 

① 所有者の主体的な対応を後押しする取組 

・空家の適切な管理が所有者の責務であるとの意識を醸成するとともに、所有者が

適切に管理を行い、又は除却を行えるような環境を整備する。 

② 市区町村の積極的な対応を可能とする取組(対応力の強化) 

・市区町村が特定空家等の所有者への措置を更に円滑に行えるようにして除却等

を促進するとともに、特定空家等の状態になる前に所有者に適切な管理を促す。 
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（４）ＮＰＯ等の民間主体や地域コミュニティの活動を促進 

 空家対策の方向性 

 

 

 

   

空家問題への取組の促進には、ＮＰＯ等の民間主体や地域コミュニティの活用が効果的

である。そのため、ＮＰＯ等の民間主体が行う所有者へのきめ細かな対応や市区町村の取

組を補完する取組を促進する。 

① ＮＰＯ等の民間主体の活動を促進する取組 

・所有者に寄り添ったきめ細かな対応を通じ、所有者に早期の判断を促し、活用や

適切な管理・除却に繋げるとともに、ＮＰＯ等の民間主体の取組やその育成を促

進する。 

・地方自治体と空家対策に取り組むＮＰＯ等の民間主体との連携を起点として、福

祉の増進や地域活性化など、より多様な分野における民間主体の参画と連携を実

現することで、空家の発生抑制、活用や適切な管理等を促進する。 

② 地域コミュニティにおける取組 

・空家を放置することのないよう地域レベルで意識を醸成するとともに、所有者が

コミュニティにおける評判も気にすることを踏まえ、地域から所有者への働きか

けを推進する。 
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５．空家等に関する課題のまとめ 

前項までの空家等に関する課題を整理すると、次のようにまとめられます。 

 

（１）空家等の発生抑制に関する課題 

 

（２）空家等の利活用と維持管理に関する課題 

 

（３）管理不全な空家等に関する課題 

 

（４）空家等対策の推進体制に関する課題 

 

 

 

 

 

・空家等になる前の段階から対策を講じる必要がある。 

・市のホームページにおいて、空家等関連の情報の一元化が必要である。 

・単身高齢者等の市民や相続人に対して、空家等対策の重要性など、空家等に関する啓

発活動や情報提供の充実が必要である。 

・空家等が「負」動産にならないよう、なるべく早い段階で利活用する必要がある。 

・官民連携により、空家等の不動産市場への流通を促進する必要がある。 

・地域特性やまちづくり計画に応じて利活用等の目的や優先順位を明確にした上で、対

策に取り組む必要がある。 

・当事者意識の醸成のほか、空家等に関する啓発活動や情報提供の充実が必要である。 

・特定空家等の認定作業の迅速化や、所有者等への除却等の促進など、特定空家等候補

への対策をより一層進める必要がある。 

・特定空家等になる前の段階から、有効活用や適切な管理を促進する必要がある。 

・空家等関連の情報（データベース）の庁内関係部局内での共有が必要である。 

・庁内連携の迅速化・効率化が必要である。 

・地域（自治会等）との連携により、地域での啓発活動や空家等の早期発見等を推進す

る必要がある。 
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１．基本方針 

空家等の管理責任は、第一義的には所有者等が負っており、空家法第５条にはその旨が

明記されています。 

しかしながら、相続による問題の複雑化や経済的な事情などから、所有者等が本来行う

べき管理や利活用が十分になされず、周辺環境の悪化や地域コミュニティの衰退など、ま

ちづくりを進めて行く上で悪影響を及ぼしています。 

本市では、こうした状況を鑑み、当初計画を平成３１(２０１９)年度に策定し、計画に

基づく様々な対策を講じてきましたが、空家率は国や千葉県の平均値と比較して依然とし

て高い値で推移しています。 

そのため、今回の改定に当たっては、これまでの空家等に関する課題や今まで行ってき

た対策に対する問題点や課題、法改正の内容（４６ページ参照）、国の指針や審議会の結果

等を踏まえ、次に掲げる３つの基本方針に基づき、空家等対策を推進します。 

なお、対策の推進に当たっては、空家等が周辺に与える悪影響の度合いや危険の切迫度

のほか、中心市街地での空店舗や住宅密集地や山間地での空家など、建物の状態や地域の

実情などに応じて目的や優先度を明確にした上で、総合的かつ計画的に対策を講じます。 

 

基本方針１ 空家等の発生抑制の推進 

空家等は今後も増加する見込みであり、特定空家等となる空家等も増加していく恐

れがある一方で、人材や財政面等により、危険な特定空家等になってからの対応では

限界がある。そのため、空家等になる前の居住している段階から対策を行い、空家等

の発生抑制を図る。 

 

基本方針２ 空家等の利活用の促進と不動産市場への流通促進 

空家等が早期に活用されれば、空家等の抑制に繋がり、周辺の生活環境への影響も

防ぐことができるため、空家等の利活用を促進する。 

また、空家等の改修や売却等を行いやすくするため、関係団体等と連携し、中古住

宅等の市場への流通を促進する。 

 

基本方針３ 空家等の適切な管理の促進と特定空家等の解消 

空家等の増加が見込まれる中、利活用に適した状態を維持する観点や、周辺の生活

環境に悪影響を与えないようにする観点から、空家等の適切な管理を促進する。 

また、利活用が困難で周辺の生活環境に悪影響を与える特定空家等は、除却を促進

する。 
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２．各主体の責務と役割 

本市、空家所有者等、市民及び事業者・関係団体との協働が重要であり、それぞれの責

務と役割を踏まえつつ、連携して空家等対策を実施します。 

 

 

図 各主体の責務と役割 

 

  

市の責務 

・空家等に関する対策を実施する 

・空家等に関する対策に必要な体制

を整備する 

・空家所有者等及び事業者・関係団体

が実施する取組への必要な支援を

行う 

空家所有者等の責務 

・空家等に関する対策に協力する 

・空家等を適切に管理する 

・空家等の有効活用に努める 

市民の役割 

・空家等に関する対策に協力する 

・空家等を発見したときは、市に通報

する 

事業者・関係団体の責務 

・自らが所有又は管理する空家等を

適切に管理する 

・事業活動を通じて、空家等の有効活

用に努める 
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３．施策体系 

空家等対策の３つの基本方針に基づく基本的な施策体系により計画を推進します。 

 

図 基本方針に基づく基本的な施策体系 

  

＜基本方針＞ ＜基本的な施策＞ 

基本方針３ 

空家等の適切な管理の促進と 

特定空家等の解消 

（１）所有者等による空家等の適切な管理の促進 

（２）管理不全空家等に対する措置 

（３）特定空家等に対する措置 

（４）その他空家等への対応 

（１）所有者等への意識啓発・働きかけ 

（２）不動産市場での流通の促進 

（３）まちづくり計画等と連動した利活用の推進 

基本方針２ 

空家等の利活用の促進と 

不動産市場への流通促進 

基本方針１ 

空家等の発生抑制の推進 

（２）空家等の調査とデータベースの構築 

（１）所有者等による問題意識の醸成 
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４．施策 

基本方針１ 空家等の発生抑制の推進 

（１）所有者等による問題意識の醸成 

 

【対策の方向性】 

・住宅所有者、特に高齢の所有者やその家族に対して、空家等に関する知識を身に付けて

もらい、「自宅を空家にしない」という意識を醸成させます。 

【具体的な対策】 

・市のホームページにおける、「空き家ガイドブック」や相談窓口など、空家等に関する情

報を一元化します。 

・広く市民に啓発するため、広報紙や自治会回覧、市が主催する行事など、様々な機会を

活用し、空家等の管理負担やリスク、相談窓口などの情報を提供します。 

・特に、住まいの終活の一環として、所有者等が生前に対処方法を決めておく方法（遺言、生

前贈与等）などの情報提供を充実させます。また、マイホーム借上げ制度（４８ページ参

照）などの住宅資産を活用して高齢になっても安心して住み続けられる制度の周知を図り

ます。 

・関係団体等との連携による講習会やセミナーを開催します。 

 

（２）空家等の調査とデータベースの構築 

 

【対策の方向性】 

・最新の空家等を把握するため、定期的に空家等の調査を実施し、調査で得られた情報は

データベースに集約して総合的な空家等対策に繋げます。 

【具体的な対策】 

・空家等への外観調査、立入調査、周辺への聞取調査など、必要な調査を実施し、空家等

の現状や所有者等の情報を把握します。 

・空家等の把握については、地域との連携が不可欠であることから、自治会との連携によ

り広く情報を収集し、空家等の早期発見に繋げます。 

・所有者等の特定については、不動産登記情報や住民票情報、固定資産課税台帳を活用す

るほか、電気・ガス等の供給事業者に対し、その契約状況等の情報提供を要請するなど、

所有者等の把握に努めます。 

・空家等対策を総合的に取り組むため、空家等の所在が地図上で容易に把握できるシステ

ムの導入を検討し、庁内関係部局内での空家等情報の共有を図ります。 

  

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 

 

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 
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基本方針２ 空家等の利活用の促進と不動産市場への流通促進 

（１）所有者等への意識啓発・働きかけ 

 

【対策の方向性】 

・所有者等に対して、空家等に関する知識を身に付けてもらい、「空家はなるべく早い段

階で活用する」という意識を醸成させます。 

【具体的な対策】 

・相続による空家等の発生が多いことを踏まえ、相続手続き等の際に相続人に対して、早

期に空家等の利活用がなされるよう、各種情報（相談窓口、相続した空家に係る譲渡所

得の特別控除（所得税・市県民税）、相続土地国庫帰属制度（４８ページ参照）など）の

周知や、関係団体等との連携による講習会やセミナーを開催し、空家等の譲渡や売却、

賃貸等の決断を促進します。 

・空家等の所有者等に対しては、市のホームページへの掲載や封書による市のお知らせ等

にチラシを同封するなど、各種情報（相談窓口、相続した空家に係る譲渡所得の特別控

除（所得税・市県民税）、マイホーム借上げ制度など）を周知するとともに、関係団体等

との連携による講習会やセミナーを開催し、空家等の利活用を促進します。 

・所有者等による空家等の利活用等を後押しするため、空家等に係る助成制度などの導入

について検討します。 

 

（２）不動産市場での流通の促進 

 

【対策の方向性】 

・民間企業や関係団体等との連携により、不動産市場での空家等の流通促進を図ります。 

【具体的な対策】 

・空家等対策に資する民間企業や千葉県宅地建物取引業協会南総支部との連携を通じて、

中古住宅等の市場の流通拡大を図り、空家等及び解体後の跡地の活用等を積極的に推進

します。 

・移住政策と連携し、移住希望者等に対して、空店舗の活用事例の紹介や建物の改修に関

する情報を提供することで、空家等の活用を推進します。 

・所有者不明の場合や相続人が存在しない場合は、土地・建物に特化した財産管理制度（４

８ページ参照）を活用し、不動産市場への流通を促します。 

・今後、空家等の活用や管理に積極的に取り組むＮＰＯ法人等との連携について、当該法

人の活用に関する本市の方針が定まった場合には、空家法第２３条第１項に規定する

「空家等管理活用支援法人」（４６ページ参照）の指定を検討します。 

 

  

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 

 

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 
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（３）まちづくり計画等と連動した利活用の推進 

 

【対策の方向性】 

・都市計画などのまちづくり計画等と連動し、まちづくりの方向性や将来像と合致した地

域の魅力や活力を高める空家等の利活用を推進します。 

【具体的な対策】 

・空地や空家などの低未利用地を活用するための手法を検討します。 

・きみつ魅力あふれるお店づくり事業などにより、空店舗の活用を促進します。 

・住宅に係る既存制度の拡充を検討します。 

 

 

基本方針３ 空家等の適切な管理の促進と特定空家等の解消 

（１）所有者等による空家等の適切な管理の促進 

 

【対策の方向性】 

・所有者等に空家等のリスクや、適正管理に関する情報を提供することで、管理意識の向

上を促します。 

【具体的な対策】 

・遠方に居住する空家等の所有者等もいることから、市のホームページや広報紙への掲載

や封書による市のお知らせ等にチラシを同封するなど、管理不全の空家等が引き起こす

様々な問題や管理方法、空家管理代行サービス、相談窓口等の情報を周知し、所有者等

が自発的に適正管理を行うことを促します。 

 

（２）管理不全空家等に対する措置 

 

【対策の方向性】 

・管理不全な空家等の所有者等に対して、注意喚起などを行い適切な管理を促します。 

【具体的な対策】 

・適正管理が行われずこのまま放置すれば特定空家等になる恐れのある空家等（管理不全

空家等）の所有者等に対して、基本指針※７に即し、必要な処置をとるよう指導します。 

・指導しても改善されない場合は、特定空家等とならないための具体的な措置を勧告し、

勧告を受けた管理不全空家等は、固定資産税等の住宅用地特例（１/６等に減額）の適用

対象から除外（４７ページ参照）します。 

・所有者等により改善が見られない管理不全空家等に対しては、管理不全状態にある土地・

建物の管理制度（４８ページ参照）を活用し、管理人を通じて適切な措置を講じます。 

 

 

  

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 

 

※７「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（最終改正 令和５(２０２３)

年１２月１３日付け総務省・国土交通省告示第３号） 

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 

 

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 
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（３）特定空家等に対する措置 

 

【対策の方向性】 

・周辺に悪影響を及ぼす特定空家等は、空家法に基づく措置や国の補助制度を活用するこ

とで、特定空家等の解消を図ります。 

【具体的な対策】 

・再三の改善依頼、助言にも関わらず改善が見られない場合には、これまでの経緯や特定空

家等の判断基準（７１ページ参照）、君津市空家等対策庁内検討委員会による協議、外部

専門家を構成員とする君津市空家等審議会での審議を踏まえ、特定空家等への認定の可

否を決定します。特定空家等に認定した場合は、空家法及び空家条例に基づき、必要な措

置を講じます。 

・特定空家等に対する措置の内容としては、空家法に基づく特定空家等の所有者等に対す

る助言又は指導、勧告、命令、代執行等と空家条例に基づく公表等を適切に組み合わせ、

効果的・効率的な対策を実施します。 

 

（４）その他空家等への対応 

 

【対策の方向性】 

・空家条例に基づき、危険を避けるための緊急的な対応を行います。 

【具体的な対策】 

・適切に管理されていない空家等による周辺住民への危険を回避するために緊急の必要が

ある場合には、必要最小限の軽微な安全措置を講じます。 

 

 

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 

 

■建物の状態（網掛けが取組の対象） 

居住中  空家等  
管理不全
な空家等  

除却した
跡地 
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第４章 空家等対策の体制整備 
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１．空家等に関する相談体制 

空家等に関する相談については、利活用や周辺環境への悪影響、相続問題など多岐にわ

たるため、所管課が総合窓口として受け付け、内容ごとに関係部局等を案内するほか、専

門性の高い関係団体等との協力体制を築いていきます。 

また、空家等対策を推進するためには、庁内の関係部局が連携して対応する必要があり、

その連携を緊密かつ持続的に行うことができるよう、空家等関連業務の一体化や人員体制

の効率化など、庁内体制（市民センター含む）の整備を図ります。 

 

２．空家等対策の実施体制 

（１）君津市空家等審議会 

空家条例第１２条第１項の規定に基づく君津市空家等審議会において、専門的な見地か

ら空家等対策計画の作成、変更等に関する協議のほか、空家等の危険度の判定や空家等に

対する措置等の重要事項を調査審議します。 

 

（２）君津市空家等対策庁内検討委員会 

空家等がもたらす課題・問題は、分野横断的かつ多岐にわたるため、本市の関係部局で

構成する君津市空家等対策庁内検討委員会において情報共有及び協議を行い、連携して空

家等対策を推進します。 

 

（３）関係機関・地域との連携 

空家等の状態により対応方法も異なり、また、関係法令の適用を総合的に判断する必要

があるため、警察や保健所、法務、建築などの関係機関のほか、不動産業者や地域（自治

会等）との連携・情報共有により空家等対策を推進します。 

 

表 主な関係機関等との連携内容 

関係機関名 連携内容 

公益社団法人 

君津市シルバー人材センター 
・空家等の管理業務の実施 

千葉県宅地建物取引業協会南総支部 

・空き家バンクの周知 

・空家の仲介協力 

・住宅情報の提供 

千葉県 

（千葉県すまいづくり協議会空家等対策検討部会） 
・空家等対策の実施などの検討 

 

（４）民間企業等との連携による新たな空家等対策の展開 

民間企業及び千葉県宅地建物取引業協会南総支部との連携により、セミナー開催や窓口

相談から空家等対策までの仕組みの構築を検討します。
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第５章 計画の進行管理と見直し 
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１．計画の進行管理の考え方 

本計画を着実に推進するため、ＰＤＣＡ

（計画→実行→検証・評価→改善）サイク

ルにより、空家等対策の取組状況を定期的

に確認しながら、検証・評価を行い、必要

がある場合は、施策の見直し等を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

  図 ＰＤＣＡサイクル     

 

２．目標値の設定 

本計画の達成状況を見える化するため、空家等に関する下記に示す３つの指標を用いて

目標値を設定します。 

【指標①】「所有者等からの空家等に関する相談件数」       

・空家等の問題を解決するためには、所有者等からの相談に基づき、利活用や除却

等を図っていくことが重要である。 

【指標②】「民間企業等との連携による空家等の利活用件数」    

・相談等を受けた空家等について、民間企業等との連携を図りながら、円滑に利活

用していくことが必要である。 

【指標③】「空家等調査で確認された管理不全な空家等※８の戸数」  

・危険性の高い空家等に対する対応を優先すべきである。 
※８

Ｃ判定：特定空家等候補（７ページ上表参照） 

なお、今後、計画を実行に移していく中での実績値等を踏まえ、必要に応じて目標の見

直し等を検討します。 

表 指標及び目標値 

指 標 
現在値 

(令和４(２０２２)年度) 

目標値 

(令和１２(２０３０)年度) 

① 所有者等からの空家等に関す

る相談件数 
１４件／年 １２０件／年 

② 民間企業等との連携による 

空家等の利活用件数 
２件／年 ２４件／年 

③ 空家等調査で確認された管理

不全な空家等（Ｃ判定：特定空家

等候補）の戸数 

９５戸 ７６戸（▲２０％） 

Do 

（実行）

（

Action 

（改善） 

Check 
（検証・評価）

（ 

Plan 

（計画） 
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資料１ 現行制度の整理 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正について 

１）改正の趣旨 

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和５(２０２３)

年６月１４日に公布され、同年１２月１３日に施行された。この改正は、近年の空家の増

加に対応するため、空家対策の強化を行うものであり、強化のポイントは以下の通り。 

○周囲に悪影響を及ぼす特定空家の除却等のさらなる促進 

○周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家の有効活用や適切な管理を総合的に強化 

 

２）改正法案の概要 

「所有者の責務強化」とともに、空家等の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の

除却等」の３本柱で対応を強化 

（１）所有者等の責務強化 

・適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加 

（２）空家等の活用拡大 

① 空家等活用促進区域の創設 

・市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や

用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進 

・市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請 

② 所有者不在の空家の処分 

・所有者等に代わって処分を行う財産管理人の選任を市区町村が裁判所に請求 

③ 空家等管理活用支援法人の創設 

・市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むＮＰＯ法人、社団法人等を空家等管

理活用支援法人（公的立場を与える制度）として指定 

（３）空家等の管理の確保 

① 特定空家化の未然防止 

・市区町村長は、放置すれば特定空家等になる恐れがある空家等を管理不全空家等と

して指導、勧告 

・勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税等の住宅用地特例の適用対象から

除外 

② 管理不全建物管理制度の活用 

・所有者に代わって建物管理を行う管理不全建物管理人の選任を市区町村が裁判所に請求 

③ 所有者把握の円滑化 

・電力会社等にある所有者情報を市区町村が提供要請 

（４）特定空家等の除却等 

①状態の把握 

・所有者等への報告徴収権（資料の提出等を求める権利）を市区町村長に付与し、勧

告・命令等を円滑化 

②代執行の円滑化 

・特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度

を創設 

・所有者等が不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化 

③相続放棄、所有者等不明・不在の空家等への対応 

・市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与 
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（２）空家等所有者に対する税制措置 

■ 相続した空家に係る譲渡所得の特別控除（所得税・市県民税） 

・相続人が、相続した空家又はその敷地等について、一定の要件を満たした上で譲渡し

た場合、譲渡所得から３，０００万円を限度として特別控除できる。 

・令和５(２０２３)年度税制改正により、特例の適用期間が令和９（２０２７）年１２

月３１日まで延長され、買主が売買契約に基づき譲渡の日の属する年の翌年２月１５

日までに、空家について、耐震改修により耐震基準を満たすこととなった場合又は空

家の全部を取壊し等した場合、その工事が譲渡後であっても特別控除を適用できるよ

う拡充された。 

 

■ 固定資産税等の住宅用地特例の適用除外 

・改正前の空家法では、市町村長から勧告を受けた「特定空家等」の敷地について固定

資産税等の住宅用地特例の適用対象から除外することとなっているが、空家法改正に

より「管理不全空家等」についても住宅用地特例の適用対象から除外することとなる。 

 

住宅用地特例 
小規模住宅用地 

（２００㎡以下の部分） 

一般住宅用地 

（２００㎡を超える部分） 

固定資産税の課税標準 １／６に減額 １／３に減額 

都市計画税の課税標準 １／３に減額 ２／３に減額 
 

 

（３）所有者不明土地等の解消に向けた民事基本法制の見直しについて 

 令和３(２０２１)年４月２１日、「民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２

４号）」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（令和３

年法律第２５号）」が成立した。これらの法律は所有者不明の土地の解消を図るために

見直されたもので、令和５(２０２３)年４月から段階的に施行されることとなった。 

■ 不動産登記制度の見直し 

① 相続登記の申請の義務化（令和６(２０２４)年４月１日施行） 

② 相続人申告登記（令和６(２０２４)年４月１日施行） 

③ 所有不動産記録証明制度（令和８(２０２６)年４月までに施行） 

④ 住所等の変更登記の申請の義務化（令和８(２０２６)年４月までに施行） 

⑤ 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記 

（令和８(２０２６)年４月までに施行） 

⑥ ＤＶ被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例 

（令和６(２０２４)年４月１日施行） 
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■ 相続土地国庫帰属制度の創設（令和５(２０２３)年４月２７日施行） 

・相続等により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて、その土地

の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設 

 

■ 民法の見直し 

① 土地・建物に特化した財産管理制度の創設（令和５(２０２３)年４月１日施行） 

   ○所有者不明土地・建物の管理制度の創設 

・所有者不明土地・建物について、利害関係人による裁判所への申し立てにより、

裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任（裁判所の許可があれば売却も可） 

   ○管理不全状態にある土地・建物の管理制度の創設 

・所有者が土地・建物を管理せずこれを放置していることで他人の権利が侵害さ

れる恐れがある場合、利害関係人による裁判所への申し立てにより、裁判所が

管理命令を発令し、管理人を選任 

② 共有制度の見直し（令和５(２０２３)年４月１日施行） 

・裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の

同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設 

・裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、

不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを創設 

③ 遺産分割長期未了状態への対応（令和５(２０２３)年４月１日施行） 

・相続開始から１０年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分を考

慮せず、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設 

④ 隣地等の利用・管理の円滑化（令和５(２０２３)年４月１日施行） 

・ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置

する権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みを整備 

・催促しても越境した枝が切除されない場合等には、越境された土地の所有者が自

らその枝を切り取ることができる仕組みを整備 

 

（４）その他の制度 

■ マイホーム借上げ制度 

・一般社団法人 移住・住みかえ支援機構が、５０歳以上の方が所有するマイホームを

借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する公的な制度。これにより、マイホーム

を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用可能 

 

制度利用者  移住・住みかえ支援機構  入居者 

 

  

借家契約 定期借家契約 

賃料収入 賃料 

トラブル 
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資料２ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

(平成二十六年十一月二十七日) 

(法律第百二十七号) 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護すると

ともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する

施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同

じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を

定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増

進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する

物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又

は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及

び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進

に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関

する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家

等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び

技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を
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及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家

等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本

指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定め

ることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関す

る対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関

する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項

の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規定に

よる代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数

及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活

動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域

（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空

家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事

項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市街
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地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠  点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二条

第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有す

る区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家

等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条において「誘

導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用

を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進

区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号

に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する

建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項の規定により読み替え

て適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は

第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第十三項まで（こ

れらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第九項において

同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の規定

の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。）

は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同法第四十三

条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）につ

いて、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会的

活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌

して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内

の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都

市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事項を定め

る場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規

定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区

域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定

める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条第二

項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のた
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だし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を

記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物につい

て建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三

項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第十

七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同

法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議

をしなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項については、当該

特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特

例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における

経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をする

ことができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第

十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたも

のでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技

術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の

議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認め

る者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握

するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等

の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任

した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立

ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなけ

ればならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでな

い。 
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４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であ

って氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な

限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用する

ことができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち

特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都

が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当

該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、

速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係す

る地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸

するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理

されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデ

ータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、

情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認

められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二

項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当す

ることとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が

改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めると

きは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家

等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することがで

きる。 
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（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定による命令

又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができ

る。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認める

ときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をするこ

とができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要がある

と認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十

四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これ

らの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等

活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。

以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進の

ために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等

活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することが

できる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めると

きは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についての

あっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条

第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該

公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十三条第二項

第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもの

で」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律

第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公

表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適

用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二

項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の

日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第



 

55 

十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただ

し書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて

許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の

推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に

定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」と

いう。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十

一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適

用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし

書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した

場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規

定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当

する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に規定する建築物を

いう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二

条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るもの

に限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途と

しての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対

策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供する

ため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可その他の処分

を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一

条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づ

き、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関す

る業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給

公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあ

るのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年

法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）

第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進

区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を

図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年
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法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定

する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必

要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊

等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態に

ない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指

導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状

態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付

けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる

ことを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限

を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限

を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければなら

ない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する

者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を

提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに

完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところ

に従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を

命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することがで

きないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確

知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）
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は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若

しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその措置を行わせ

ることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者において

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者

がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならな

い。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にあ

る等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当

該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等

に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることがで

きる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の

規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通

省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この

場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならな

い。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第

十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るた

めに必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・

総務省令で定める。 

 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定す

る特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を

図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行う

ことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法

人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び

事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更すると

きは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければ

ならない。 
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（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管

理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活

用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空

家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行

うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めると

きは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること

ができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定

による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供

又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、

空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）

の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に

対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あ

らかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によっ

て識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国

土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提

案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計

画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更

をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合
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において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにし

なければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のた

め特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよ

う要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第

十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請

求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支

援法人に通知するものとする。 

 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適

切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方

交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空

家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講

ずるものとする。 

 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料

に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立

入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から

起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定す

る施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法（以下

この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適用については、

新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び

地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行

時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この法律の

施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新法第二十二条第十

項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の空家

等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」という。）第十四条第十項後段の規定

による公告を行った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、施行日

以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第十四条第二

項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、

その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする。 
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資料３ 君津市空家等対策の推進に関する条例 

君津市空家等対策の推進に関する条例 

平成３０年１２月２５日 

条例第３６号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）に定めるもののほか、空家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

（当事者間における解決の原則） 

第３条 空家等が適切に管理されていないことに起因して、被害が生じ、又は生ずるおそれがあ

る場合は、当事者間において解決を図ることを原則とする。 

（市の責務） 

第４条 市は、法第７条第１項の規定により作成した空家等対策計画に基づき、空家等の発生抑

制、適切な管理及び有効活用（空家等の跡地の活用を含む。以下同じ。）に関する対策（以下「空

家等対策」という。）を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

２ 市は、空家等対策を実施するために必要な体制を整備するものとする。 

３ 市は、所有者等の空家等の適切な管理及び有効活用の取組に対し、必要な支援を行うものと

する。 

（所有者等の責務） 

第５条 所有者等は、空家等対策に協力するとともに、空家等の適切な管理及び利用する予定の

ない空家等の有効活用に努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 所有者等のうち事業者（不動産業、建設業その他空家等の活用に関わる事業を営む者を

いう。次項において同じ。）は、所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさ

ないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、当該空家等を適切に管理しなけれ

ばならない。 

２ 事業者等は、事業活動を通じ、空家等の有効活用に努めるものとする。 

（市民の役割） 

第７条 市民は、空家等対策に協力するとともに、適切な管理が行われていない空家等を発見し

たときは、市に通報するものとする。 

（軽微な安全措置） 
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第８条 市長は、空家等が適切に管理されていないことに起因する人の生命、身体又は財産に対

する危険を避けるため緊急の必要があると認めるときは、飛散するおそれのある部材の移動そ

の他規則で定める必要最小限の軽微な措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項に規定する措置を講じたときは、当該措置を講じた空家等の所有者等に当該措

置の内容を通知するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りで

ない。 

（緊急代行措置） 

第９条 市長は、法第２２条第１項に規定する助言若しくは指導又は同条第２項の規定による勧

告を行った場合において、特定空家等の所有者等からこれらに係る措置を履行することができ

ない旨の申出があったときは、当該申出に正当な理由があり、かつ、緊急に当該措置を講ずる

必要があると認めるときは、当該措置に要する費用を特定空家等の所有者等が負担することそ

の他規則で定める事項について特定空家等の所有者等の同意を得て、当該措置を講ずることが

できる。 

２ 市長は、前項に規定する措置を講じたときは、特定空家等の所有者等から当該措置に係る費

用を徴収するものとする。 

（公表） 

第１０条 市長は、法第２２条第３項の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等が正当な

理由がなく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

(1) 当該命令に従わない者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び

代表者の氏名） 

(2) 当該命令の対象となった特定空家等の所在地 

(3) 当該命令の内容 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者

に、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（警察その他の関係機関との連携） 

第１１条 市長は、次の各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、警察その他の関

係機関に、当該各号に定める事項を提供し、必要な協力を求めるものとする。 

(1) 法第９条第２項の規定による立入調査を行う場合 空家等に関する情報 

(2) 特定空家等に関し必要な措置を講ずる場合 法第２２条第１項に規定する助言若しくは指

導、同条第２項の規定による勧告又は同条第３項の規定による命令の内容 

（君津市空家等審議会） 

第１２条 次に掲げる重要事項を調査審議するため、君津市空家等審議会（以下この条において

「審議会」という。）を置く。 
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(1) 空家等の危険度の判定に関する重要事項 

(2) 空家等に対する措置に関する重要事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、空家等の適切な管理に関する重要事項 

２ 審議会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。 

別表自然保護審議会委員の項の次に次のように加える。 

空家等審議会会長 〃  ８，６００ 〃 

空家等審議会委員 〃  ７，７００ 〃 

（施行期日）（令和５年１２月２２日条例第３９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料４ 君津市空家等対策の推進に関する規則 

君津市空家等対策の推進に関する規則 

平成３１年３月４日 

規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）及び君津市空家等対策の推進に関する条例（平成３０年君津市条例第３６号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法の例による。 

（立入調査の事前通知） 

第３条 法第９条第３項の規定による通知は、立入調査実施通知書（別記第１号様式）により行

うものとする。 

（身分証明書） 

第４条 法第９条第４項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（別記第２号様式）とす

る。 

（軽微な安全措置） 

第５条 条例第８条第１項の規則で定める必要最小限の軽微な措置は、次に掲げるものとする。 

(1) 解放されている窓、門扉その他の開口部の閉鎖 

(2) 空家等の敷地に飛散した部材の移動 

(3) 飛散のおそれがある部材の打付け又は取外しで簡易なもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が危険を回避するために特別に必要と認める措置 

２ 条例第８条第２項の規定による通知は、軽微な安全措置通知書（別記第３号様式）により行

うものとする。 

（管理不全空家等の所有者等に対する指導） 

第６条 法第１３条第１項に規定する指導を書面により行うときは、管理不全空家等に係る指導

通知書（別記第４号様式）により行うものとする。 

（管理不全空家等の所有者等に対する勧告） 

第７条 法第１３条第２項の規定による勧告は、管理不全空家等に係る勧告書（別記第５号様式）

により行うものとする。 

（特定空家等の所有者等に対する助言又は指導） 

第８条 法第２２条第１項に規定する助言又は指導を書面により行うときは、特定空家等に係る

助言・指導通知書（別記第６号様式）により行うものとする。 
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（特定空家等の所有者等に対する勧告） 

第９条 法第２２条第２項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書（別記第７号様式）に

より行うものとする。 

（緊急代行措置） 

第１０条 条例第９条第１項に規定する申出は、緊急代行措置申出書（別記第８号様式）により

行わなければならない。 

２ 市長は、条例第９条第１項に規定する申出があったときは、速やかにその内容を審査し、承

諾の可否を決定し、緊急代行措置承諾通知書（別記第９号様式）又は緊急代行措置不承諾通知

書（別記第１０号様式）により、当該申出を行った特定空家等の所有者等に通知するものとす

る。 

３ 前項に規定する緊急代行措置承諾通知書により通知を受けた者であって、その措置の実施に

同意するものは、緊急代行措置に係る同意書（別記第１１号様式）に当該措置の実施に要する

費用を支払う資力及び信用を有することを証する書面を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

４ 条例第９条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 緊急代行措置の対象 

(2) 緊急代行措置の実施概要 

(3) 緊急代行措置の概算費用 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（特定空家等の所有者に対する命令） 

第１１条 法第２２条第３項の規定による命令は、命令書（別記第１２号様式）により行うもの

とする。 

２ 法第２２条第４項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書（別記第１３号様式）とする。 

３ 法第２２条第４項に規定する意見書は、命令に係る意見書（別記第１４号様式）とする。 

（意見聴取） 

第１２条 法第２２条第５項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書（別記第１５号

様式）により行わなければならない。 

２ 法第２２条第７項の規定による通知は、意見聴取開催通知書（別記第１６号様式）により行

うものとする。 

（費用弁償の不支給） 

第１３条 市長は、意見の聴取に伴い要する法第２２条第６項に掲げる者及び同条第８項に規定

する証人に係る費用は、弁償しない。 

（標識） 
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第１４条 法第２２条第１３項に規定する標識は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ

く標識（別記第１７号様式）とする。 

（公表） 

第１５条 条例第１０条第１項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち１以上の方法により

行うものとする。 

(1) 君津市公告式条例（昭和４５年君津市条例第２号）第２条第２項に規定する掲示場への掲

示による方法 

(2) 特定空家等に標識を設置する方法 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法 

２ 市長は、条例第１０条第１項の公表を行うときは、その旨を公表通知書（別記第１８号様式）

により特定空家等の所有者等に通知するものとする。 

（意見を述べる機会の付与） 

第１６条 条例第１０条第２項の規定による意見を述べる機会の付与は、特定空家等の所有者等

に意見陳述の機会付与に係る意見書（別記第１９号様式）を提出させて行うものとする。ただ

し、市長が認めるときは、口頭で行うことができる。 

２ 市長は、前項の意見陳述の機会の付与に係る意見書の提出期限（口頭により意見を述べる機

会の付与を行う場合には、その日時）までに、相当の期間をおいて、特定空家等の所有者等に

対し、意見陳述の機会付与に係る通知書（別記第２０号様式）により通知するものとする。 

（代執行） 

第１７条 法第２２条第９項の規定により行う代執行に係る行政代執行法（昭和２３年法律第４

３号）第３条第１項の規定による戒告は、戒告書（別記第２１号様式）により行うものとする。 

２ 法第２２条第９項の規定により行う代執行に係る行政代執行法第３条第２項の代執行令書は、

別記第２２号様式のとおりとする。 

３ 法第２２条第９項の規定により行う代執行に係る行政代執行法第４条の証票は、執行責任者

証（別記第２３号様式）とする。 

（君津市空家等審議会） 

第１８条 条例第１２条第１項に規定する君津市空家等審議会（以下「審議会」という。）に会長

及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

４ 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

５ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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６ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

７ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しく

は説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に

定める。 

（審議会の庶務） 

第１９条 審議会の庶務は、経済環境部環境衛生課において処理する。 

（委任） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２２日規則第５４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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資料５ 君津市管理不全空家等の判断基準 

【表 管理不全空家等の判断基準】 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態の特定空家 

等に該当することとなる恐れのある状態 

項目 項目の例 

(1) 建築物等の倒壊 

 

ア 建築物 

・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱 

落 

・構造部材（基礎、柱、はりその他の構造

耐力上主要な部分。）の破損、腐朽、蟻

害、腐食等 

・雨水浸入の痕跡 

イ 門、塀、屋外階段等 
・構造部材（基礎、柱、はりその他の構造

耐力上主要な部分。）の破損、腐朽、蟻

害、腐食等 

ウ 立木 ・立木の伐採、補強等がなされておらず、

腐朽が認められる状態 

(2) 擁壁の崩壊 ・擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のし

み出し又は変状 

・擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておら

ず、排水不良が認められる状態 

(3) 部材等の落下 

 
ア 外装材、屋根ふき材、手すり材、 

看板等 

・外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは

上部に存する手すり材、看板、雨樋、給

湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの

支持部材の破損、腐食等 

イ 軒、バルコニーその他の突出物 ・軒、バルコニーその他の突出物の支持部

分の破損、腐朽等 

ウ 立木の枝 ・立木の大枝の剪定、補強がなされておら

ず、折れ又は腐朽が認められる状態 

(4) 部材等の飛散 

 
ア 屋根ふき材、外装材、看板等 ・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破

損又はこれらの支持部材の破損、腐食等 

イ 立木の枝 ・立木の大枝の剪定、補強がなされておら

ず、折れ又は腐朽が認められる状態 
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② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態の特定空家等に該 

当することとなる恐れのある状態 

項目 項目の例 

(1) 石綿の飛散 ・吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用

部材の破損等 

(2) 健康被害の誘発 

 

ア 汚水等 ・排水設備（浄化槽を含む。）の破損等 

イ 害虫等 
・清掃等がなされておらず、常態的な水た

まりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に

認められる状態 

ウ 動物の糞尿等 ・駆除等がなされておらず、常態的な動物

の棲みつきが敷地等に認められる状態 

 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の特定 

空家等に該当することとなる恐れのある状態 

項目 項目の例 

景観の悪化 

・補修等がなされておらず、屋根ふき材、

外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損

が認められる状態 

・清掃等がなされておらず、散乱し、又は

山積したごみ等が敷地等に認められる状

態 

 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の 

特定空家等に該当することとなる恐れのある状態 

項目 項目の例 

(1) 汚水等による悪臭の発生 

・排水設備（浄化槽を含む。）の破損等又

は封水切れ 

・駆除、清掃等がなされておらず、常態的

な動物の棲みつき又は多量の腐敗したご

み等が敷地等に認められる状態 

(2) 不法侵入の発生 ・開口部等の破損等 

(3) 落雪による通行障害等の発生 
・通常の雪下ろしがなされていないことが

認められる状態 

・雪止めの破損等 

(4) 立木等による破損・通行障害等の発生 ・立木の枝の剪定等がなされておらず、立

木の枝等のはみ出しが認められる状態 

(5) 動物等による騒音の発生 
・駆除等がなされておらず、常態的な動物

等の棲みつき等が敷地等に認められる状

態 
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(6) 動物等の侵入等の発生 ・駆除等がなされておらず、常態的な動物

等の棲みつきが敷地等に認められる状態 
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資料６ 君津市特定空家等の判断基準 

【表 特定空家等の判断基準】 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 

項目 項目の例 

(1) 建築物等の倒壊 

 

ア 建築物 

・建築物の 1/20 超の傾斜 

・倒壊の恐れがあるほどの著しい屋根全体

の変形又は外装材の剥落若しくは脱落 

・倒壊の恐れがあるほどの著しい構造部材

（基礎、柱、はりその他の構造耐力上主

要な部分。）の破損、腐朽、蟻害、腐食

等又は構造部材同士のずれ 

イ 門、塀、屋外階段等 

・倒壊の恐れがあるほどの著しい傾斜 

・倒壊の恐れがあるほどの著しい構造部材

（基礎、柱、はりその他の構造耐力上主

要な部分。）の破損、腐朽、蟻害、腐食

等又は構造部材同士のずれ 

ウ 立木 

・倒壊の恐れがあるほどの著しい立木の傾

斜 

・倒壊の恐れがあるほどの著しい立木の幹

の腐朽 

(2) 擁壁の崩壊 ・擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出 

・崩壊の恐れがあるほどの著しい擁壁のひ

び割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又

は変状 

(3) 部材等の落下 

 

ア 外装材、屋根ふき材、手すり材、 

看板等 

・外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、

雨樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は

脱落 

・剥落又は脱落による落下の恐れがあるほ

どの著しい外壁上部の外装材、屋根ふき

材若しくは上部に存する手すり材、看

板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損

又はこれらの支持部材の破損、腐食等 

イ 軒、バルコニーその他の突出物 

・軒、バルコニーその他の突出物の脱落 

・落下の恐れがあるほどの著しい軒、バル

コニーその他の突出物の傾き又はこれら

の支持部分の破損、腐朽等 

ウ 立木の枝 

・立木の大枝の脱落 

・落下の恐れがあるほどの著しい立木の上

部の大枝の折れ又は腐朽 
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② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態 

項目 項目の例 

(1) 石綿の飛散 
・石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の

露出又は石綿使用部材の破損等 

(2) 健康被害の誘発 

 

ア 汚水等 

・排水設備（浄化槽を含む。）からの汚水

等の流出 

・汚水等の流出の恐れがあるほどの著しい

排水設備（浄化槽を含む。）の破損等 

イ 害虫等 

・敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等

の害虫等の発生 

・著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発

生の恐れがあるほどの敷地等の常態的な

水たまり、多量の腐敗したごみ等 

ウ 動物の糞尿等 

・敷地等の著しい量の動物の糞尿等 

・著しい量の糞尿等の恐れがあるほど常態

的な敷地等への動物の棲みつき 

 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

項目 項目の例 

景観の悪化 

・屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色

褪せ、破損又は汚損 

・著しく散乱し、又は山積した敷地等のご

み等 

  

(4) 部材等の飛散 

 

ア 屋根ふき材、外装材、看板等 

・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥

落又は脱落 

・飛散の恐れがあるほどの著しい屋根ふき

材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこ

れらの支持部材の破損、腐食等 

イ 立木の枝 

・立木の大枝の飛散 

・飛散の恐れがあるほどの著しい立木の大

枝の折れ又は腐朽 
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④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

項目 項目の例 

(1) 汚水等による悪臭の発生 

・排水設備（浄化槽を含む。）の汚水等に

よる悪臭の発生 

・悪臭の発生の恐れがあるほどの著しい排

水設備（浄化槽を含む。）の破損等 

・敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ

等による悪臭の発生 

・悪臭の発生の恐れがあるほどの著しい敷

地等の動物の糞尿等又は多量の腐敗した

ごみ等 

(2) 不法侵入の発生 

・不法侵入の形跡 

・不特定の者が容易に侵入できるほどの著

しい開口部等の破損等 

(3) 落雪による通行障害等の発生 

・頻繁な落雪の形跡 

・落下した場合に歩行者等の通行の妨げ等

の恐れがあるほどの著しい屋根等の堆雪

若しくは雪庇 

・落雪の恐れがあるほどの著しい雪止めの

破損等 

(4) 立木等による破損・通行障害等の発生 
・周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行

の妨げ等の恐れがあるほどの著しい立木

の枝等のはみ出し 

(5) 動物等による騒音の発生 ・著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する

動物の敷地等への棲みつき等 

(6) 動物等の侵入等の発生 ・周辺への侵入等が認められる動物等の敷

地等への棲みつき 
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